
○変更（事後）届（変更から３０日以内に届出）
変更内容 添付書類

開設者が個人の場合：　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）、戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）又は戸籍
記載事項証明書

開設者が法人の場合：登記事項証明書

薬局開設者（販売業者）の住所 （開設者が法人の場合：登記事項証明書の提示等により確認します。）

責任役員（開設者（販売業者）が法人の場合） 開設者が法人の場合：登記事項証明書

構造設備の主要な部分
新旧対照平面図
体制確認シート（一般用医薬品の情報提供を行う場所の数に関わる変更時に添付）

通常の営業日及び営業時間 体制確認シート、資格者一覧

管理者
雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類、体制確認シート、資格者一覧、業務経験証明書（要指導
医薬品、第１類医薬品を販売する店舗販売業の管理者が登録販売者である場合）

管理者以外の薬剤師又は登録販売者 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類、体制確認シート、資格者一覧

管理者の氏名又は住所、管理者以外の薬剤師及
び登録販売者の氏名

管理者の週当たり勤務時間、管理者以外の薬剤
師又は登録販売者の週当たり勤務時間

体制確認シート、資格者一覧

取り扱う放射性医薬品の種類 新たに取り扱う放射性医薬品に係る添付文書等

○変更（事前）届（変更前に届出）
変更内容 添付書類

特定販売の実施の有無

特定販売に係る概要、ホームページの構成概要が確認できる資料、ホームページでの医薬品の表示内
容や表示すべき事項の表示の状況等が分かるようなホームページのイメージ等の書類、一つの薬局が
複数のホームページを開設している場合には、それらの全てについて関連する書類、カタログ等を用いて
特定販売を行う場合は、前記同様にその概要が分かる資料

薬局開設者（販売業者）の氏名

変更届出添付書類等一覧


